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国立大学法人埼玉大学事業報告書

「Ⅰ はじめに」

埼玉大学は、埼玉県唯一の国立大学として昭和 24 年に設置され、平成 16 年度に国立

大学法人となった。これに伴い、法人としての経営の視点から、業務運営の効率化、財

務内容の改善などに意を注ぎ、運営組織・体制の見直し、事務組織の合理化、教育の体

系化、研究の重点化、資源の戦略的配分、外部資金の獲得、人件費の削減等の施策を実

施しながら、５学部４研究科からなる首都圏の総合大学として精力的に教育・研究を行

っている。

平成23年度は学長のリーダシップをより一層発揮するために、理事、副学長の役割分

担の見直しを検討し、平成24年度から国際担当を理事の職務とすること、産学官連携担

当副学長の新設、男女共同参画を副学長の担当職務とすることを決定した。また、企画

部門の強化を検討し、業務運営に関する企画立案等を行うための戦略企画室の開設に向

けた準備を開始した。

学内資源の戦略的・重点的配分として、重点研究拠点である脳科学融合研究センター

及び環境科学研究センター、並びに重点研究テーマである「フロンティアフォトニクス

領域の戦略的研究推進」に、運営経費及びスペースを重点配分した。脳科学融合研究セ

ンターでは、運営費交付金予算事項（特別経費）として「脳と末梢の機能連関に関する

戦略的研究の推進」を実施し、環境科学研究センターでは大型の外部資金を獲得し、そ

れぞれ研究を推進している。

東日本大震災で被災した学生への対応としては、学長のリーダーシップのもと、補正

予算とは別に本学独自の授業料免除枠を設け、経済的支援を実施した。また、教職員や

学生に寄付を募り、給付型の「埼玉大学東日本大震災緊急支援奨学金」を給付した。そ

の他、震災専用の総合相談窓口を設置し、学生の被害状況の確認、授業料免除等の支援

制度の説明などの相談業務も充実させた。

教育については、平成23年度より新しい学士課程教育プログラムを実施するとともに、

教育の到達目標に即した学修成果を確認する方法を各学部で検討した。従来の厳格な成

績管理の徹底に加え、学部の状況に応じて、「卒業論文」あるいはそれに代わる「演習

科目」の必修化や「卒業研究」（卒業論文）の４年次必修化により学修成果の確認（質

保証）とすることとした。また、「教育改革プロジェクト」を開始し、各学部の学士課

程教育改善の取組を推進した。

人件費の削減については、総人件費改革の実行計画を踏まえた目標額を達成するとと

もに、さらなる削減を図るべく、人件費の執行状況を随時把握し、見込額をきめ細かく

算定し、抑制に努めた。また、役務計画の複数年契約実施、物品契約の複数年契約に向

けた見直しにより、管理的経費の抑制を進めるほか、省エネ機器の導入により光熱水費

の削減を図った。

以上、平成23事業年度は、法人化後の事業経営を引き続き順調に遂行した。今後は、

さらなる人件費及び一般管理費の削減に努めるとともに、外部資金の獲得増など自己収

入の増収に取り組み、財務状況の改善を進めたい。
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「Ⅱ 基本情報」

１．目標

埼玉大学は、時代を超えた大学の機能である知を継承・発展させ、新しい価値を創造

することを基本的な使命とする。

埼玉大学は、学術研究の拠点として存在感のある総合大学を目指し、21 世紀社会を

担う次世代を育成する高度な教育を実施するとともに、大学における研究成果を積極的

に社会に発信し、社会に信頼される大学を構築することを第１の基本目標とする。

埼玉大学は、応用研究、課題解決型の研究に積極的に取り組み、現代が抱える諸課題

の解決を図るとともに、産学官の連携によって知の具体的な活用を促進し、社会の期待

に応える大学を構築することを第２の基本目標とする。

埼玉大学は、グローバル社会において世界に開かれた大学となり、海外諸機関との連

携を推進して、人類が抱える諸課題の解決に積極的に取り組み、学術成果の還元によっ

て国際社会に貢献する大学を構築することを第３の基本目標とする。

埼玉大学は、多様なニーズや研究リソースを持つ首都圏の一角を構成する埼玉県下唯

一の国立大学であるという特性を最大限に活かし、これらの基本目標の達成に向けてま

い進する。

２．業務内容

国立大学法人埼玉大学は、国立大学法人法第22条の定めるところにより、次の業務を

行っている。

一 埼玉大学（以下「本学」という。）を設置し、これを運営すること。

二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこ

と。

三 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人

以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

五 本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
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３．沿革

年 月 事 項

1949(昭和24)年 5月 「国立学校設置法」の施行により、浦和高等学校、埼玉師範学
校及び埼玉青年師範学校を包括し、文理学部、教育学部の２学
部をもつ埼玉大学として設置

1954(昭和29)年 4月 経済短期大学部を併設
1963(昭和38)年 4月 工学部設置
1965(昭和40)年 4月 文理学部を改組し、教養学部、経済学部及び理工学部設置

工学部廃止
教養部設置

1972(昭和47)年 3月 文理学部廃止

1973(昭和48)年 9月 大学院工学研究科設置
1976(昭和51)年 5月 理工学部を改組し、理学部及び工学部設置
1977(昭和52)年 4月 大学院文化科学研究科及び政策科学研究科設置

1978(昭和53)年 4月 大学院理学研究科設置
1984(昭和59)年 3月 理工学部廃止
1989(平成元)年 4月 理学研究科及び工学研究科を改組し、大学院理工学研究科（博

士前期課程、博士後期課程）設置
1990(平成２)年 4月 大学院教育学研究科設置
1991(平成３)年 3月 理学研究科廃止

9月 工学研究科廃止
1992(平成４)年10月 経済短期大学部を合併し、経済学部を改組（経済学科、経営学

科及び社会環境設計学科を置き、全学科に主として夜間に授業

を行うコ－ス設置）
1993(平成５)年 4月 大学院経済科学研究科設置
1995(平成７)年 3月 教養部廃止
1996(平成８)年 4月 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）に構成

大学として参画（他に千葉大学、横浜国立大学）
1997(平成９)年 3月 経済短期大学部廃止
2001(平成13)年 9月 政策科学研究科廃止

10月 21世紀総合研究機構設置
2002(平成14)年 4月 経済科学研究科（博士課程）設置
2003(平成15)年 4月 文化科学研究科（博士課程）設置

2004(平成16)年 4月 国立大学法人法の施行に伴い「国立大学法人埼玉大学」として
新たに発足
全学教育・学生支援機構、２１世紀総合研究機構（2005年1月

総合研究機構に改組）、教育・研究等評価センター設置
10月 総合情報基盤機構設置

2006(平成18)年 7月 国際交流センター設置

2007(平成19)年 3月 特殊教育特別専攻科の廃止

2008(平成20)年 4月 工学部に環境共生学科を設置
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４．設立根拠法

国立大学法人法（平成15年法律第112号）

５．主務大臣（主務省所管局課）

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）

６．組織図

７．所在地

大学の本部 埼玉県さいたま市

８．資本金の状況

６６，７８０，０４８，２８９ 円（全額 政府出資）
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９．学生の状況

総学生数 ９，００１人

学部学生 ７，６３４人

修士課程 １，０９５人

博士課程 ２７２人

１０．役員の状況

役職 氏名 任期 経歴

学長 上井 喜彦 平成20年 4月 1日 平成 6年 7月

～平成24年 3月31日 ～平成20年 3月 埼玉大学経済学部教授

平成 9年 4月

～平成12年 3月 埼玉大学評議員

平成14年11月

～平成20年 3月 埼玉大学経済学部長

理事 丸山 貴志 平成21年 1月 1日 平成18年 4月

(総務・財 ～平成24年 3月31日 ～平成20年 9月 琉球大学理事

務担当) 平成20年10月

～平成20年12月 埼玉大学事務局長

理事 加藤 泰建 平成20年 4月 1日 昭和64年 1月

(教学・学 ～平成24年 3月31日 ～平成20年 3月 埼玉大学教養学部教授

生担当) 平成 8年 4月

～平成10年 3月 埼玉大学学生部長

平成12年 4月

～平成16年 3月 埼玉大学副学長

平成18年 4月

～平成20年 3月 埼玉大学教育研究評議

会評議員

理事 川橋 正昭 平成20年 4月 1日 昭和61年 4月

(研究・情 ～平成24年 3月31日 ～平成18年 3月 埼玉大学工学部教授

報担当) 平成16年 4月

～平成20年 3月 埼玉大学工学部長

平成18年 4月

～平成20年 3月 埼玉大学大学院理工学

研究科教授

理事 堀 誠人 平成20年 4月 1日 昭和49年 4月
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(特命事項 ～平成24年 3月31日 ～平成 8年 2月 株式会社レマック総合

担当) 研究所代表取締役

(非常勤) 昭和56年 3月～ レマックインターナシ

ョナル株式会社代表取

締役

平成 2年 1月～ ＮＣＮ米国大学機構代

表

平成 8年 3月～ 株式会社エヌシーエヌ

インスティテューﾄ代

表取締役

平成14年 7月

～平成22年 3月 財団法人国際教育振興

財団専務理事

平成22年 4月 財団法人国際教育振興

財団常務理事

監事 尾﨑 正義 平成20年 4月 1日 平成14年 2月

～平成24年 3月31日 ～平成17年10月 日本大学文理学部事務

局長

平成17年11月

～平成19年 4月 日本大学通信教育部事

務局長

平成14年 2月

～平成19年 4月 日本大学評議員

監事 檜枝 光太郎 平成22年 4月 1日 昭和60年 4月

(非常勤) ～平成24年 3月31日 ～平成20年 3月 立教大学理学部教授

平成16年 4月

～平成19年 9月 立教大学理学部長・

理学研究科委員長

平成18年 4月

～平成19年 9月 学校法人立教学院理事

平成20年 4月

～平成22年 3月 立教大学総長室調査役

１１．教職員の状況

教員 １，４０４人（うち常勤 ５５８人、非常勤 ８４６人）

職員 ４１６人（うち常勤 ２１９人、非常勤 １９７人）

（常勤教職員の状況）

常勤教職員は前年度と同数の７７７人であり、平均年齢は４５.７４歳（前年度４５．

６７歳）となっております。このうち、国からの出向者は０人、地方公共団体からの出

向者０人、民間からの出向者は２人です。
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「Ⅲ 財務諸表の概要」

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。）

１．貸借対照表
（財務諸表：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23financial.pdf）

（単位：百万円）

資産の部 金 額 負債の部 金 額

固定資産 73,557 固定負債 6,936
有形固定資産 73,159 資産見返負債 6,262
土地 55,011 その他固定負債 674
建物 18,659 流動負債 3,688
減価償却累計額 △6,878 運営費交付金債務 822

構築物 1,388 未払金 1,122
減価償却累計額 △920 その他の流動負債 1,745

工具器具備品 5,238
減価償却累計額 △3,180 負債合計 10,624

図書 3,778
その他の有形固定資産 63 純資産の部 金 額
その他の固定資産 398

流動資産 3,407 資本金 66,780
現金及び預金 3,157 政府出資金 66,780
その他の流動資産 250 資本剰余金 △1,134

利益剰余金 694

純資産合計 66,340

資産合計 76,964 負債純資産合計 76,964

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示。

２．損益計算書
（財務諸表：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23financial.pdf）

（単位：百万円）

金 額

経常費用（A） 12,653

業務費 12,131
教育経費 1,651
研究経費 852
教育研究支援経費 441
人件費 8,498
その他 689

一般管理費 514
財務費用 7
雑損 1

経常収益(B) 12,749

運営費交付金収益 5,497
学生納付金収益 5,245
その他の収益 2,006

臨時損益(C) －

当期総利益（B-A+C） 96

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示。
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３．キャッシュ・フロー計算書
（財務諸表：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23financial.pdf）

（単位：百万円）

金 額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 1,329

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △2,250
人件費支出 △8,615
その他の業務支出 △524
運営費交付金収入 6,216
学生納付金収入 5,007
その他の業務収入 1,496

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △1,170

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △176

Ⅳ資金に係る換算差額(D) -

Ⅴ資金増加額(又は減少額)(E=A+B+C+D） △18

Ⅵ資金期首残高(F) 1,574

Ⅶ資金期末残高（G=F+E） 1,557

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示。

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書
（財務諸表：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23financial.pdf）

（単位：百万円）

金 額

Ⅰ業務費用 5,985

損益計算書上の費用 12,653
（控除）自己収入等 △6,668

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）
Ⅱ損益外減価償却相当額 791
Ⅲ引当外賞与増加見積額 18
Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △29
Ⅴ機会費用 666

Ⅵ国立大学法人等業務実施コスト 7,431

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示。

５．財務情報

（１）財務諸表の概況

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）

ア．貸借対照表関係

（資産合計）

平成２３年度末現在の資産合計は、前年度比４８１百万円(０.６％)増の７６,９６４

百万円となっている。

主な増加要因としては、建物が理学部講義実験棟改修工事などにより２５７百万円(１.

４％)増の１８,６５９百万円となったこと、工具器具備品が受託研究費等の受入増に伴

い、設備等が増加したことにより４３２百万円(９.０％)増の５,２３８百万円となった
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こと及び図書が寄附受入などにより４６百万円(１.２％)増の３,７７８百万円となった

ことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、建物の減価償却累計額が７８８百万円（１２.９％）増

の６,８７８百万円となったこと、構築物の減価償却累計額が４５百万円（５．２％）増

の９２０百万円となったこと、工具器具備品の減価償却累計額が４０百万円（１．３％）

増の３,１８０百万円となったことなどが挙げられる。

（負債合計）

平成２３年度末現在の負債合計は、１，０１９百万円(１０．６％)増の１０,６２４百

万円となっている。

主な増加要因としては、資産見返負債が工具器具備品等の取得による増加及び減価償

却等による減少により、１８９百万円（３.１％）増の６,２６２百万円となったこと、

長期リース債務が情報処理システムの更新に伴い４０１百万円（４,７１１.３％）増の

４１０百万円になったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、寄附金債務が２９百万円（４.１％）減の６７４百万円

となったこと、未払金が４９百万円(４.２％)減の１,１２２百万円になったことなどが

挙げられる。

（純資産合計）

平成２３年度末現在の純資産合計は、５３８百万円(０.８％)減の６６,３４０百万円

となっている。

主な増加要因としては、資本剰余金が施設費による資産の増加により、１５８百万円

(２.３％)増の７,１３３百万円となったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、減価償却等の見合いとして損益外減価償却累計額が７

９１百万円(１０.６％)増の８,２６１百万円となったことなどが挙げられる。

イ．損益計算書関係

（経常費用）

平成２３年度の経常費用は、２０８百万円(１.７％)増の１２,６５３百万円となって

いる。

主な増加要因としては、受託研究経費が受入増により１３０百万円(２８.５％)増の５

８６百万円となったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、教育研究支援経費が水道光熱費の減少などにより、１

２百万円(２.６％)減の４４１百万円となったことなどが挙げられる。

（経常収益）

平成２３年度の経常収益は、３百万円(０.０％)減の１２,７４９百万円となっている。

主な増加要因としては、受託研究等などの受入増により受託研究等収益などが１０９

百万円(２３.２％)増の５７７百万円となったこと、受託事業の受入増などにより受託事

業収益も１９百万円（２０.７％）増の１０８百万円となったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、運営費交付金収益が運営費交付金での資産の購入増加

などに伴う収益の減少により３９７百万円(６.７％)減の５,４９７百万円となったこと、

補助金収益が預り補助金での資産の購入増加などに伴う収益の減少により５９万円(３

７.９％）減の９７百万円となったことなどが挙げられる。
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（当期総損益）

上記経常損益の状況で、臨時損失及び臨時利益を計上しない結果、平成２３年度の当

期総損益は３８５百万円(８０.１％)減の９６百万円となっている。

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２３年度の業務活動によるキャッシュ・フローは、１,３５０百万円増の１,３２

９百万円となっている。

主な増加要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が２９５百万円(１

１.６％）減の△２,２５０百万円となったことなどが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成２３年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、１，０１４百万円(４６.４％）

増の△１，１７０百万円となっている。

主な増加要因としては、有形固定資産の取得による支出が７３７百万円（４５．３％）

減の△８８８百万円となったことなどが挙げられる。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２３年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、３２３百万円減の△１７６百

万円となっている。

主な減少要因としては、長期借入金による収入が３００百万円（１００．０％）減の

０百万円となったこと、長期借入金の返済による支出が２０百万円（１００．０％）増

の△２０百万円となったことなどが挙げられる。

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

（国立大学法人等業務実施コスト）

平成２３年度の国立大学法人等業務実施コストは、５４２百万円(６.８％)減の

７,４３１百万円となっている。

主な減少要因としては、機会費用が１８８百万円(２２.０％)減の６６６百万円となっ

たことなどが挙げられる。

(表) 主要財務データの経年表 （単位：百万円）

区 分 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

資産合計 76,696 76,348 78,162 76,483 76,964

負債合計 9,469 9,124 10,209 9,605 10,624

純資産合計 67,227 67,224 67,954 66,877 66,340

経常費用 12,858 12,618 12,726 12,445 12,653

経常収益 12,915 12,848 12,908 12,751 12,749

当期総損益 69 267 840 481 96

業務活動によるキャッシュ・フロー 291 305 1,892 △21 1,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △98 △286 △1,199 △2,185 △1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △147 △149 △150 147 △176

資金期末残高 3,220 3,090 3,633 1,574 1,557

国立大学法人等業務実施コスト 8,276 8,049 8,315 7,973 7,431

（内訳）

業務費用 6,746 6,449 6,627 6,153 5,985

うち損益計算書上の費用 12,860 12,625 12,727 12,452 12,653

うち自己収入 △6,114 △6,176 △6,100 △6,299 △6,668
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損益外減価償却相当額 863 791 803 802 791

損益外除売却差額相当額 60 34 37 27 －
引当外賞与増加見積額 △19 △42 △５ △23 18

引当外退職給付増加見積額 △224 △83 △70 160 △29

機会費用 910 933 959 854 666

② セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由）

セグメントは、「学部・研究科等」及び「附属学校」に区分し、各セグメントに配賦し

ない業務損益及び資産は「法人共通」に計上しています。

なお、「法人共通」には、学生等に対する教育活動を支援する部署が含まれています。

ア．業務損益

平成２３年度の業務損益は９６百万円と、前年度比２１０百万円(６８.２％)減となっ

ている。これは、運営費交付金収益の減少等が主な要因である。

(表) 業務損益の経年表 (単位：百万円)

区 分 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 23年度

学部・研究科等 － 1,375 1,297 1,692 1,311

附属学校 － △324 △340 △370 △390

法人共通 － △820 △774 △1,017 △826

合 計 57 230 183 306 96

イ．帰属資産

平成２３年度の総資産は７６,９６４百万円と、前年度比４８１百万円(０.６％)増とな

っている。これは、工具器具備品が増加したことなどが主な要因である。

(表) 帰属資産の経年表 (単位：百万円)

区分 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

学部・研究科等 － 38,807 39,750 39,265 38,967

附属学校 － 16,894 16,872 16,804 16,753

法人共通 － 20,646 21,540 20,413 21,244

合 計 76,696 76,348 78,162 76,483 76,964

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等

当期総利益９６百万円を、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の質の向上

及び組織運営の改善に充てるため、目的積立金として申請している。

平成２３年度における目的積立金の取崩しはない。

（２）施設等に係る投資等の状況（重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

理学部講義実験棟（取得原価１３６百万円）

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充

該当ありません。

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

該当ありません。

④ 当事業年度において担保に供した施設等

該当ありません。
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（３）予算・決算の概況

以下の予算・決算は、本学の運営状況について、国のベースにて表示しているものである。

(単位：百万円)

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収入 13,625 13,730 13,048 13,200 13,083 14,855 12,987 13,169 12,657 13,363

運営費交付金収入 6,454 6,344 6,512 6,344 6,512 6,561 6,277 6,277 6,216 6,449

補助金等収入 31 102 58 79 67 1,090 140 165 252 304

学生納付金収入 5,121 5,050 5,043 5,035 4,979 5,057 4,975 5,049 4,964 5,009

その他 2,019 2,124 1,603 1,742 1,525 2,148 1,595 1,678 1,225 1,599 受託研究等の

受入増

支出 13,625 13,449 13,048 12,874 13,083 14,368 12,987 12,421 12,657 12,391

教育研究経費 9,874 9,425 9,670 9,311 9,652 9,773 9,503 9,198 11,366 10,775 学内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

事業の繰越に

より決算額の

減

一般管理費 1,896 2,024 1,902 1,949 2,105 1,838 1,871 1,710 - - 当期は教育研

究経費に含む

その他支出 1,855 2,000 1,476 1,614 1,326 2,758 1,613 1,513 1,291 1,614

収入－支出 0 281 0 326 0 488 0 748 0 971

「Ⅳ 事業の実施状況」

(1) 財源構造の概略等

当法人の経常収益は１２,７４９百万円で、その内訳は、運営費交付金収益５,４９７百万円

(４３.１％(対経常収益比、以下同じ。))、学生納付金収益５,２４５百万円(４１.１％)、そ

の他収益２,００７百万円(１５.８％)となっている。

また、事業に要した経常費用は１２,６５３百万円で、その内訳は、教育経費１,６５１百万

円(１３.０％(対経常費用比、以下同じ。))、研究経費８５２百万円(６.７％)、教育研究支援

経費４４１百万円(３.５％)、人件費８,４９８百万円(６７.２％)、一般管理費５１４百万円

(４.１％)、その他６９７百万円(５.５％)となっている。

(2) 財務データ等と関連づけた事業説明

ア 各学部・研究科等セグメント

学部・ 研究科等セグメントは、学部、研究科、総合研究機構、総合情報基盤機構、国際交

流センター及び地圏科学研究センターにより構成されており、学部では、専門性を軸に幅広い

教養を備えた人材の育成に努めるとともに、地球規模での人類的課題や地域社会が抱える現実

的課題に応える研究を積極的に推進することを目的とし、また、研究科では、学術の理論及び

応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。

平成23年度においては、年度計画に定めた事業は順調に実施された。特色のある取組につい

ては、以下のとおりである。

「新たな学士課程教育」の実施：各学部は、「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施

の方針」に基づき定めた学士課程教育プログラムについて、教育の達成目標に即した学修成果

を確認する方法を検討した。従来の厳格な成績管理の徹底に加え、学部の状況に応じて、「卒

業論文」あるいはそれに代わる「演習科目」の必修化や、「卒業研究」（卒業論文）の４年次

必修化により学修成果の確認（質保証）とすることとした。また、各学部とも、初年次教育の

重要性を認識し、独自の初年次教育プログラムを構築している。

学部教育の充実：理学部では、理数系分野で特に高い学習・研究意欲を有し、基礎学力を備
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えた学生の「研究者の芽」を育て、大学院における高度な研究活動で開花させるために、学部

４年間を通した高度な理数教育プログラムを提供する「ハイグレード理数教育プログラム（Hi

SEP）」を理学部副専攻プログラムとして位置づけ、平成24年度から実施することとした。平

成23年度は特に、特別講演会、セミナー等の試行とプレ企画を実施した。

大学院教育の充実：理工学研究科では、文化科学研究科及び経済科学研究科との連携により、

「オプトグローバルインターカレッジ（O-GIC特別コース）による地域活性化支援教育推進プ

ロジェクト－光産業界で活躍する先進創造型人材の養成－」を実施し、大学院教育の充実を図

った。また、理工学研究科では、博士前期課程に分野横断型副専攻プログラムとして「脳科学

特別教育プログラム」を開始し、自治医科大学との単位互換制度も開始した。

「世界環流型実践教育プログラム」による専門教育の充実：国際化社会の進展に対応した理

工系人材養成のための「世界環流型実践教育プログラム」では、学生（27人）を海外派遣し、

外国人学生（23人）を受け入れるとともに、海外連携機関の拡大、一般学生を交えた体験者の

報告会の実施、ホームページでの動画配信や説明会による広報を行い、内容を充実した。

学習環境の充実：各学部・研究科では、学生が自主的に学習できる自習室の確保と整備状況

について組織的に取り組み、必要に応じて改善を図っている。理学部では、講義棟の改修によ

り新たに「学習ルーム」を設置し、HiSEP プログラムの採択と連動し、参考図書の設置や、効

果的な学習支援を目的とする、大学院生による学生コンシェルジュ（大学院生）を配置した。

研究拠点の充実：戦略的研究拠点として「脳科学融合研究センター（平成20年度開設）」及

び「環境科学研究センター（平成21年度開設）」を設置している。「脳科学融合研究センター」

は、独立行政法人理化学研究所と連携して、生命科学、理学及び工学的見地から脳機能の解明

と応用を目指している。「環境科学研究センター」は、環境科学及び環境科学関連技術研究を

結集し、複合科学見地から環境動態や環境機能の解明と応用に関する研究を行い、その結果の

社会への還元を目指している。この二つのセンターの研究と重点研究テーマである「フロンテ

ィアフォトニクス領域の戦略的研究推進」の研究を推進するため、運営経費及びスペースを重

点配分した。

地域社会との連携：地域オープンイノベーションセンターでは、県内企業、団体等で構成さ

れる「埼玉大学産学官連携協議会」との連携事業を推進した。産学官交流会の開催に加えて、

異業種交流会を実施するなど、地域企業等との交流を深めている。また、国際交流センターで

は、埼玉県、（財）埼玉県国際交流協会、（社）埼玉県経営者協会、（財）埼玉県産業振興公社

等との連携により、外国人留学生の就職支援、企業のグローバル支援のためのセミナー開催等

を実施した。また、さいたま市国際交流協会、地域のボランティア団体等との連携により、教

員や外国人留学生が様々な地域との交流事業に参加するなど、他文化共生のための活動を実施

した。

学部・研究科セグメントにおける実施財源は、運営費交付金収益４,０５３百万円(３７.６

％)、学生納付金収益５,２３７百万円(４８.５％)、その他収益等１,４９７百万円(１３.９％)

となっている。また、事業に要した経費は、教育経費１，０７７百万円(１１.４％)、研究経

費８４１百万円(８.９％)、教育研究支援経費３５５百万円(３.７％)、人件費６,４２４百万

円(６７.８％)、一般管理費１３７百万円(１.４％)、その他経費等６４１百万円(６.８％)と

なっている。

イ 附属学校セグメント

附属学校セグメントは、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校により構

成されており、各園・学校とも、教育基本法及び学校教育法に基づき設置され、大学または学

部における児童、生徒、幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、また、学生の教育実習の
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実施にあたることを目的としている。平成23年度においては、年度計画に定めた事業は順調に

実施された。特色のある取組については、以下のとおりである。

研究指定校事業（音楽）の実施：附属中学校では、国立教育政策研究所教育課程研究センタ

ーの教育課程研究指定校として研究開発事業（音楽）に取り組み、生徒の思考力・判断力・表

現力等を育てる指導法の研究に係る指導計画の作成・評価方法の実践・検証を行った。

特別支援教育臨床研究センターにおける活動：特別支援学校では、特別支援教育臨床研究セ

ンターにおける相談支援、学校コンサルテーション活動、発達障害セミナーの成果及び発達障

害支援プログラムの開発状況の情報発信を行った。

地域「モデル校」としての役割：「低学年からはじめる学びの土台づくり推進事業」（埼玉

県教育委員会との連携）や、「教員の資質向上に関わる基礎調査事業」（埼玉県及びさいたま

市教育委員会との連携）を、附属学校の実践と研究成果を地域社会に普及させる取組として行

っている。また、第２回附属学校FORUM「地域モデル校としての附属学校－地域への貢献と先

進的学校を目指して－」を開催し、附属学校の諸問題を地域教育関係者とともに学習する機会

を提供するなど、地域モデル校としての役割を果たしている。

附属学校セグメントにおける実施財源は、運営費交付金収益４７６百万円(８５.２％)、そ

の他収益等８２百万円(１４.８％)となっている。また、事業に要した経費は、教育経費

１６４百万円(１７.３％)、人件費７８３百万円(８２.５％)、一般管理費１百万円(０.１％)、

その他経費１百万円(０.１％)となっている。

ウ 法人共通セグメント

法人共通セグメントは、事務局、全学教育・学生支援機構により構成され、効率的・機動的

な業務運営等を行うことを目的としている。平成23年度においては、年度計画に定めた事業は

順調に実施された。特色のある取組については、以下のとおりである。

「Global Youth（GY）」：グローバルで多角的な視点と豊かな英語能力を備えた人材の育成

を目標とする特別教育プログラム「Global Youth」を全学の教育プログラムとして実施してい

る。開設３年目となる平成23年度は、副教材の作成等の充実を図った。

省エネ・省コストへの取組：照明設備についてＬＥＤ化や廊下照明への人感センサーの設置

及び空調システムの変更等を行い、省エネ機器導入による光熱水費の削減を図った。

危機管理体制の強化：危機管理室では、東日本大震災の発生をうけ、本学における地震発生

直後の危機対応について定めた「地震対応マニュアル」を作成した。

男女共同参画の推進：「男女共同参画室講演会」及び「男女共同参画に関する意識・実態調

査報告会」を開催し、過去２年度に実施した「男女共同参画に関する意識・実態調査」の結果

の共有を図るなど、啓蒙活動を推進した。また、学長裁量経費により、「若手・女性研究者支

援事業」を実施し、女性研究者の国際的な研究活動を奨励した。

事務等の電子化推進：財務部と学務部の相互協力により、教務システム及び授業料債権管理

システムと連動する授業料免除システムを導入し、事務の過誤防止及び省力化を図った。また、

施設マネジメントでは、各建物の部屋の仕様について現状を調査し、調査結果を反映した施設

台帳をWeb上で可視化し、スペースの効率的な利用に繋げる取組を開始した。

外部資金等の増加へ向けた取組：科学研究費補助金の申請・採択状況を向上させるために、

技術職員による申請書作成支援体制を構築するとともに、事前チェックについては若手教員の

申請書に重点を置き実施した。また、競争的資金情報は、電子メールを活用し効果的に提供し

た。

研究費不正使用を防止する取組：新任教職員対象の「新任教職員研修会」、研究者及び事務

職員対象の「科学研究費補助金申請に関する説明会」及び「会計に関する説明会」において、
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研究費等不正使用防止に関する説明を行った。また、不正使用防止への取組状況のチェックと

意識向上を図るため、教職員に対しヒアリングを実施するとともに、意見交換や本学会計ルー

ルの浸透度を把握するためのアンケートを実施して、不正を未然に防ぐ措置をとった。

自己評価システムの活用と改善：平成23年度は、教員活動報告に記載された「教育の質の向

上に関する取組」欄に記載された事例のうち、優れた取組・事例や全学的に共通して見られる

問題点・課題を抽出し、「教育の質の向上に関する取組状況－教育の質の向上・ＦＤ活動の推

進に向けて－」を作成し、全学に共有を図った。また、教員活動報告の更なる効率化へ向けた

取組として、教員活動評価データベースと研究者総覧データベースの一元化を目指すワーキン

ググループを発足させた。平成24年度中の運用開始に向けて、年度内には、新データベースと

Web入力システムの試用版が完成した。

戦略的広報活動による活性化：広報戦略室は、連続市民講座、シンポジウム等を年間を通じ

て企画・実施し、多数の一般市民の参加を得た。また、ホームページについては、デザインの

更新、画面幅の拡大、メニュー・バナーの整理・機能向上、訪問者別メニューの構成変更等を

行い、利用者の視点に立った使いやすいホームページに改訂した。

公開講座の開催：大学の認知度向上と教育研究活動の一層の周知を図るために、平成22年度

に開始した連続市民講座「埼玉学のすすめpart ２」を、平成23年度は７回開講した。受講者

は毎回300名を超え、延べ3,940名の参加を得た。また、時季に応じた取組として、（社）国立

大学協会との共催により、本学教員と行政の防災責任者とが連携して、防災・日本再生シンポ

ジウム「埼玉の防災を考える」を開催した。

法人共通セグメントにおける実施財源は、運営費交付金収益９６８百万円(６９.０％)、そ

の他収益等４３５百万円(３１.０％)となっている。また、事業に要した経費は、教育経費

４０９百万円(１８.３％)、人件費１,２９２百万円(５８.０％)、一般管理費３７６百万円

(１６.９％)、その他経費等１５２百万円(６.８％)となっている。

(3) 課題と対処方針等

当法人では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費の節減に努めるとともに、科学研究

費補助金、民間との共同研究費などの外部資金の獲得に努め、外部研究資金やその他の自己収

入を増加させるための取組を継続した。資金の運用については、運用可能な余裕金を見極め、

安全性を確保しつつ、効果的な運用益が得られる金融商品を対象に一般競争入札を行った。そ

の結果、年度当初の計画に対し51.2％増の4,306千円の運用益を得た。

経費の節減については、人件費に関して、目標額（平成17年度に比し概ね５％人件費削減）

を削減する計画はすでに達成しているが、目標額以上に人件費の削減を図るべく、人件費の執

行状況を随時把握し、見込額をきめ細かく算定することで抑制に努めた。

一般管理費についても、一層の縮減に努めた。光熱水料や郵便料等の基盤的業務費を、前年

度までの使用実績に一定の削減率を乗じて配分するとともに、役務契約、物品契約の複数年契

約の実施又は実施に向けた見直しにより抑制に努めた。また、照明設備についてＬＥＤ化や廊

下照明の人感センサー設置、空調システムの省エネ化により、光熱水費を削減した。

財務分析は、財務諸表等のデータを元に、活動性の指標、効率性の指標、発展性の指標等に

ついて同規模大学との比較、経年比較を行い、その結果を役員会、経営協議会に示している。

今後は、さらなる人件費及び一般管理費の削減に努めるとともに、外部資金の獲得など自己

収入の増収に取り組み、財務状況の改善を進めたい。
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「Ⅴ その他事業に関する事項」

１．予算、収支計画及び資金計画

（１）予算

決算報告書参照

（決算報告書：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23kessan.pdf）

（２）収支計画

年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照

（年度計画：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23nendokeikaku.pdf）

（財務諸表：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23financial.pdf）

（３）資金計画

年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照

（年度計画：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23nendokeikaku.pdf）

（財務諸表：http://www.saitama-u.ac.jp/guide/pdf/23financial.pdf）

２．短期借入れの概要

該当ありません。

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細
（単位：百万円）

当期振替額
交付金当

交付年度 期首残高 期交付金 運営費交 資産見返運 資本剰 期末残高
付金収益 営費交付金 余金 小計

２２年度 248 182 51 - 233 15

２３年度 - 6,216 5,316 94 - 5,410 806

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

① ２２年度交付分
（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

業務達成基 運営費交付 61 ①業務達成基準を採用した事業等：一般運営費交付金プロジェクト
準による振 金収益 事業
替額 ②当該業務に関する損益等

資産見返運 51 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：58
営費交付金 (教育経費：12、研究経費：10 一般管理費：35)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0
資本剰余金 - ｳ)固定資産の取得額：51

③運営費交付金収益化額の積算根拠
計 112 一般運営費交付金については、計画に対する達成率が100％であ

ったため、当該業務に係る運営費交付金債務3百万円を収益化

期間進行基 運営費交付 - 該当なし
準による振 金収益
替額
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資産見返運 -
営費交付金

資本剰余金 -

計 -

費用進行基 運営費交付 121 ① 費用進行基準を採用した事業等： 退職手当
準による振 金収益 ② 当該業務に係る損益等
替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額： 121

資産見返運 - (人件費：121)
営費交付金 ｲ)自己収入に係る収益計上額： 0

ｳ)固定資産の取得額： 0
資本剰余金 - ③ 運営費交付金の振替額の積算根拠

費用進行に伴い支出した運営費交付金債務121百万円を収益化。
計 -

国立大学法
人会計基準
第77第３項
による振替
額

合計 233

② ２３年度交付分
（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

業務達成基 運営費交付 193 ①業務達成基準を採用した事業等：理工系人材養成のための「世界
準による振 金収益 環流」型実践教育プログラム、特別支援教育臨床研究センターを拠
替額 点とした実践的発達障害教育支援プログラム、オプトフローバルイ

資産見返運 94 ンターカレッジによる地域活性化支援教育推進プロジェクトー光産
営費交付金 業で活躍する創造型人材の養成ー、地球規模の問題解決をリードす

る人材育成のための特別教育プログラム、地域全体の理科力レベル
資本剰余金 - アッププロジェクト、フロンティアフォトニクス領域の戦略的研究

推進、脳と末梢の機能連関に関する戦略的研究の推進
計 287 一般施設借料、一般運営費交付金プロジェクト事業、設備災害復旧

事業
②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額：193

(人件費：40、教育経費：100、研究経費：38、その他：15)
ｲ)自己収入に係る収益計上額：0
ｳ)固定資産の取得額：94

③運営費交付金収益化額の積算根拠
業務達成基準を採用した事業等：理工系人材養成のための「世界

環流」型実践教育プログラム、特別支援教育臨床研究センターを拠
点とした実践的発達障害教育支援プログラム、オプトフローバルイ
ンターカレッジによる地域活性化支援教育推進プロジェクト－光産
業で活躍する創造型人材の養成－、地域全体の理科力レベルアップ
プロジェクト、フロンティアフォトニクス領域の戦略的研究推進、
脳と末梢の機能連関に関する戦略的研究の推進、一般施設借料につ
いては、計画に対する達成率が100％であったため、当該業務に係
る運営費交付金債務115百万円を収益化。

その他の業務達成基準を採用している事業等については、それぞ
れの事業等の成果の達成度合いを勘案し、78百万円を収益化。

期間進行基 運営費交付 4,677 ①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進行基準
準による振 金収益 を採用した業務以外の全ての業務
替額 ②当該業務に関する損益等

資産見返運 - ｱ)損益計算書に計上した費用の額：4,677
営費交付金 (人件費：4,592、その他：85)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0
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資本剰余金 - ｳ)固定資産の取得額：0
③運営費交付金の振替額の積算根拠

計 4,677 学生入学定員が一定数（110％）を超過した分を除き、期間進
行基準に係る運営費交付金債務を全額収益化。

費用進行基 運営費交付 446 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当
準による振 金収益 ②当該業務に係る損益等
替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：446

資産見返運 - (人件費：446)
営費交付金 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

ｳ)固定資産の取得額：0
資本剰余金 - ③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務446百万円を収益化。
計 446

合計 5,410

（３）運営費交付金債務残高の明細
（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

２２年度 業務達成基準 13 移転費
を採用した業 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目
務に係る分 標期間終了時に国庫返納する予定である。

期間進行基準 2 平成22年度入学定員超過分
を採用した業 ・入学定員超過分について、その分を債務として繰り越したもの。
務に係る分 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目

標期間終了時に国庫返納する予定である。

費用進行基準 0
を採用した業
務に係る分

計 15

２３年度 業務達成基準 542 ・地球規模の問題解決をリードする人材育成のための特別教育プロ
を採用した業 グラムについては、年度途中での計画の見直しにより１０百万円を
務に係る分 翌事業年度に繰り越したもの。

・一般運営費交付金プロジェクト事業
21世紀を担う次世代を育成する高度な教育研究を実施するための施
設整備事業、地球環境と安全に配慮した教育研究環境整備事業、教
育改革・研究高度化を推進するための全学体制整備事業、安全安心
で良好なキャンパス環境形成のための老朽施設改修等事業について
は、年度途中で計画した複数年の事業であることから５２４百万円
を翌事業年度に繰り越したもの。
・設備災害復旧事業については、年度途中での計画の見直しにより
７百万円を翌事業年度に繰り越したもの。

期間進行基準 13 平成23年度入学定員超過分
を採用した業 ・入学定員超過分について、その分を債務として繰り越したもの。
務に係る分 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目

標期間終了時に国庫返納する予定である。

費用進行基準 252 退職手当
を採用した業 ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

務に係る分

計 806
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（別紙）

■財務諸表の科目

１．貸借対照表

有形固定資産：土地、建物、構築物、工具器具備品、図書等、国立大学法人等が長期にわた

って使用する有形の固定資産。

減価償却累計額：固定資産の減価償却費を直接控除せずに、間接的に控除する場合の償却費

の累計額。

その他の有形固定資産：美術品・収蔵品、船舶、車両運搬具等が該当。

その他の固定資産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（敷金・保証金）が該当。

現金及び預金：現金と預金（普通預金及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）

の合計額。

その他の流動資産：未収学生納付金収入、たな卸資産等が該当。

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借対照表

計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された資産見

返負債については、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債か

ら資産見返戻入（収益科目）に振り替える。

その他の固定資産：長期借入金、長期リース債務が該当。

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの。徴収

不能引当金が該当。

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。

政府出資金：国からの出資相当額。

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。

２．損益計算書

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。

教育研究支援経費：図書館、情報メディア基盤センター、科学分析支援センターで、特定

の学部等に所属せず、法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されてい

る施設であって学生及び教員の双方が利用するものの運営に要する経費。

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。

財務費用：支払利息等。

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益。

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）のうち、

特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが、それから取り崩

しを行った額。
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３．キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費

支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に係る資金の収支

状況を表す。

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出

等の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の収支状況を表

す。

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及

び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金の収支状況を表

す。

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税財源

により負担すべきコスト。

業務費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の費用から学生納付金等

の自己収入を控除した相当額。

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定さ

れない資産の減価償却費相当額。

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわら

ず生じた減損損失相当額。

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められる場合の賞

与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当事業年度におけ

る引当外賞与引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかと認めら

れる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上（当事業年度に

おける引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の本

来負担すべき金額等。


